
平成１９年３月２８日 
東京貿易株式会社 

 
 東京貿易 CIS 株式会社の新設と同社への CIS 事業の承継に関するお知らせ 

 
平成 19 年 2 月 26 日開催の当社取締役会において、平成 19 年 4 月 1 日を分割期日として、当社

の CIS 事業（理科学機器事業、OA 機器事業、産業機械事業他の CIS 地域向け販売事業）を、新設

する東京貿易 CIS 株式会社に承継する新設分割計画が承認されました。 

分社計画の概要について下記の通りお知らせします。 

                             

  記 

 
1．会社分割の目的 

 

当社および当社グループは、連結経営時代にふさわしい新経営体制として、「東京貿易グループ

連邦経営」を推進しております。 

その一環として、平成19年4月1日付で、当社の100%子会社東京貿易CIS株式会社を新設し、当社

のCIS事業を新設分割により承継させることといたしました。 

東京貿易CIS株式会社の新設により、東京貿易グループは、当社およびグループ会社１９社（国内

１０社、海外９社）の体制となります。 

東京貿易グループは、収益力と変化への適応力を持ち、お客様により高い価値を提供する専門総

合事業会社グループとして、さらなる発展を目指します。 

 

 

２．会社分割計画の要旨 

 

(1)会社分割の日程 

平成 19 年 2 月 26 日 新設分割計画取締役会承認 

平成 19 年 4 月 1 日 分割期日／分割登記（予定） 

   
(2)分割方式 

当社を分割会社とし、新設する東京貿易 CIS 株式会社を承継会社とする新設分割です。 

   尚、本分割は会社法で定められた簡易分割に該当します。 

 

(3)株式の割当 

新設会社は設立時にそれぞれ株式を 100 株発行し、その全てを当社へ割当交付します。 

 



(4)承継会社が承継する権利義務 

新設会社は、当社から、CIS 事業を遂行する上で必要と判断される当該事業に係る資産・負

債およびこれらに付随する権利・義務、契約上の地位ならびにその他の権利義務を承継しま

す。なお、債務の承継については、重畳的債務引受の方法によるものとします。         

 

(5)承継会社役員就任予定者 

取締役 … 内田 和衛、富安 竜一、松川 隆一 

監査役 … 漆崎 久司 

 

    ＜新設会社の概要＞ 
（平成 19 年 4 月 1 日予定） 

商 号 

( 英 文 名 ) 

東京貿易ＣＩＳ株式会社 

(TOKYO BOEKI ＣＩＳ LTD.） 

主 な 事 業 内 容 理科学機器、ＯＡ機器、産業機械等の輸出 

設 立 年 月 日 平成 19 年 4 月 1 日 

本 店 所 在 地 東京都中央区八丁堀 2丁目 13 番 8 号 

代 表 者 代表取締役 内田 和衛 

資 本 金 50 百万円            

発 行 株 式 数 100 株                 

株 主 資 本 50 百万円（予定）          

総 資 産 420 百万円（予定）          

決 算 期 3 月 31 日               

従 業 員 数 38 人                 

   
 
 
 
 
 
 


